令和8年6月診療報酬改定に伴う当院からのお知らせ

●ベースアップ評価料Ⅰについて
当院では、医療従事者の処遇改善を通じて、より良い医療を提供するため、 厚生労働省が定めるベースアップ評価料を算定いたします。


●外来・在宅物価対応料について
物価高騰に伴う医療材料費・光熱費等の上昇に対応し、安定した医療提供体制を維持するため、 外来・在宅対応料を算定いたします。


●電子的診療情報連携体制整備加算３について 
当院では、地域の医療機関と診療情報を適切に共有し、より安全で質の高い医療を提供するため、 電子的な診療情報連携体制を整備しています。 これに伴い、上記加算を算定いたします。 


●明細書の無料交付について 当院では、規定に基づき、医療費の明細書を無料で交付しております。 


●患者様の窓口負担について 厚生労働省の制度に基づき算定しております。 患者様の窓口負担は、保険負担割合に応じて変動します。 引き続き、安全で質の高い医療の提供に努めてまいります。 

ご不明な点がございましたら、受付またはスタッフまでお声掛けください。 


令和8年6月1日
 医療法人社団　松野会 理事長　上村玲子
